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1C19 技術移転活動における 目利き人材の 配置とその検討結果から 見た 

ライセンス成立特許の 傾向 

0 坪田高槻，森本茂雄，細江孝雄 ( 科学技術振興機構 ) 

Ⅰ． はじめに 

「知の世紀」といわれている 2 1 世紀において、 「 知 」の創造とその 活用を図 

り 、 知的創造サイクルを 生み出すことは 我が国の将来の 発展に不可欠であ る。 

科学技術振興機構 ( J S T ) では大学や公的研究機関等の 研究成果の実用化に 
向けて、 優れた研究成果の 発掘、 特許化支援から、 企業化開発或いは 特許のラ 

イセンスに至るまでの 一貫した取組みを 進めている。 より効率的な 技術移転 支 

援を図るため 一昨年から、 民間企業において 研究開発に携わり 製品化あ るいは 

起業に成功した 実績のあ る専門家を、 いわぬ る 「目利き人材 ( 技術移転プラン 

ナ 一 ) 」として配置し、 技術移転の対象となっている 研究成果を実用化開発の 視 

点から検討している。 実用化が有望と 思われる研究成果については 実用化に向 
けた方策プランの 作成、 アドバイスの 実施、 J S T の公募型育成プロバラムへ   

の応募を推奨するなど 重点的な育成支援を 行っている。 

今般、 技術移転の対象となっている 研究成果の中からライセンス 契約に結び 

ついた特許について、 技術移転プランナー ( 以下ブランナーという ) が行った 

検討結果を集計・ 解析した結果特筆すべき 傾向が見られたので 報告する。 

2 . J S T の研究成果最適移転事業 ～プランナ一の 配置～ 

J S T の研究成果最適移転事業では 大学や公的研究機関等の 研究成果の実用 
化に向けて、 研究成果の迅速な 公開 ( 研究成果展開総合データベース [ J 一 S 

T O R E ] 八 公募型の成果育成プロバラム ( 権 利化試験、 独創モデル化、 プレ 

ベンチャ一 ) の実施とともに、 様々な専門分野を 有するプランナ 一による一貫 

した サポートを行っている。 プランナ一の 専門分野とその 各分野をカバーする 

人数を表 2 一 1 に、 また主業務については 表 2 一 2 に示す。 

研究成果最適移転事業 
( 技術移転プランナ 一による一良 た サポート ) 

図 2 一 l  J S T の研究成果最適移転事業の 概要 
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●課題の評価・ 選別 ( 独自の評価基準 ) 

●実用化プランの 作成 

●課題育成支援 

●実用化に向けた 継続的な フ オロー 

●公募プロバラム 等への推奨 

表 2 一 1  プランナ一の 表 2 一 2  プランナ一の 主 業務 

専門分野と人数 

プランナ一の 業務の中の課題の 評価・選別業務においては、 実務経験、 人的・情報 ネ、 ッ 

トワーク等を 最大限に活かしながら、 企業化開発の 視点から課題の 評価を行っている。 そ 

の際 定性的な評価だけではなく、 課題を 7 つの独自の切り 口から定量的に 評価し、 レーダ 

一 チャー ト として可視化している。 そしてこれらの 評価結果をべ ー スに技術移転の 次の フ 

ニーズ ( さらなる育成対象なのか 或いはライセンス 活動対象なのか ) に向けた選別を 行っ 

ている。 

性 化の程度等から 判断 

表 2 一 3  7 つの独自評価基準 図 2 一 2  定量評価結果 ( 例 ) 

3 . ライセンス成立特許とプランナー 評価結果との 関係 

J S T によるライセンス 実績は平成 1 6 年 3 来現在で累計 1 , 6 6 9 件 ( 特許件数 ) あ 

り 、 過去 5 年間の実績を 見ても着実に 件数が伸びている。 その中でプランナー 配置以降に 

ライセンス成立した 特許についてプランナーがどのような 評価を行っていたかという 分析 

を 試みた結果を 図 3 一 1 に示す。 プランナ一の 評価対象特許 1 6 5 2 件の各評価レベルを 

平均したレーダー チ ヤートの形状と 比べて、 ライセンス成立特許 3 4 件の各評価レベルを 
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平均したレーダー チ ヤートの形状は 明ら 

かに異なる形状を 示していることが 認、 め 社会公共性 

られた。 すな む ちライセンス 成立特許は 

それ以外の特許と 比較して、 ①事業化の 技術の 

可能性が高く 、 ②追加開発の 必要性が低 

く、 ③技術完成度が 高いと評価している 

ということができる。 このことは昨今 厳 

しい競争環境の 中で経営の効率化、 事業 

の リストラクチュアリンバ 等を鋭意進め 

ている民間企業等における、 技術移転を 

業化 可能性 

必要性 

受ける側のニーズを 如実に示しているの 
  (n 圭 34) 

ではないかと 推察できる。 つまり短期間 

のうちに、 低コストで事業化でき、 売り       づ 全平均 (n=  1652)                   ライセンス成立 l   
上げに 即 貢献できるような 特許を求めて 図 3 一 1  ライセンス成立特許の 評価結果 

いるというのが 産業サイドのニーズのト 

レンドではないかと 思われる。 

今後は継続してライセンス 成立特許の集計を 行い、 分析対象を増やしていく 必要があ る。 

また景気の動向や 企業経営者のマインドの 変化等によっては、 今後の産業サイドのニーズ   

についても例えば 権 利の強さ、 技術の先進性を 最優先に求めるなど、 多様に変化していく 

ことも考えられる。 そのため年度毎の 集計を行い、 それらを比較することでニーズの 時間 

的な変化を分析するなど 検討の幅を広げていきたいと 考えている。 

4 . 今後の課題 

ライセンス成立特許が、 プランナ一の 評価では①事業化の 可能性が高く 、 ②追加開発の 

必要注が低く 、 ③技術完成度が 高い特許であ ったことから、 逆にそ う いった特許に 対して 

重点的にライセンス 活動を行 う ことで、 

効果的に活動を 行 う ことができるの 

ではないかと 考えている。 J S T が 

平成 1 0 年～ 1 4 年までの 5 年間で 

ライセンスした 特許の鮮度に 関する 

データ ( 図 4 一 1 ) を見ると、 出願 

日から 6 年未満の特許がライセンス 

成立特許の 9 割以上を占めており、 

早期にライセンス 活動を行 う ことが 

ライセンス成立に 結びつく可能性が 

高いことがわかっている。 そのため 
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図 4 一 1  ライセンス契約時の 出願日 
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J S T では、 研究成果展開総合データベース L J 一 S T O R E] において、 出願から 1 . 

5 年未満の末公開特許情報の 提供も行っており、 トップページより、 任意のキーワード か 

ら 「大公開特許情報」、 「公開特許情報」、 「技術シーズ 情報」、 「研究報告情報」 の 4 つの情 

報を同時に一括検索することができるなど、 研究成果の早期情報開示、 早期あ っせん活動 

に 努めている。 これらの従来からの 活動に加え、 プランナ一の 評価結果を活用して、 多く 

のライセンス 候補特許の中から、 産業サイドのニーズにマッチした 特許について、 重点的 

に ライセンス活動を 行っていくことでよりライセンス 成約率を高め、 効率的な技術移転 活 

動 に結びつけていくことができるものと 考えられる。   
* 奇計 A   

  

      な ライセンス活 動 

  特許 日 

  
ライセンス成約幸の 向上 

通常のライセンス 活動       
          ブ ラ @, す                                       

図 4 一 2  効率的なライセンス 活動に向けて 

5 . 終わりに 

大学等技術移転促進法 (H 1 0 ) や知的財産基本法 (H 1 4 ) など産学官連携を 進め技 

術 移転を促進する 施策が次々と 実施されている。 また平成 1 6 年度からは国立大学が 法人 

化されるなど 産学官の連携を 進めていく環境も 大きく変わってくる。 このような状況の 中、 

J S T では引き続き 大学・公的研究機関・ T L 0 等に対して実用化に 向けた一貫したサ ボ 

一トに 努め、 我が国の科学技術の 振興を図ることに 寄与していきたいと 考えている。 
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